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平成22年６月29日開催の当社第94回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品

取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づ

き、本臨時報告書を提出するものである。 
  

平成22年６月29日 
  

第１号議案  剰余金の処分の件 
  

第２号議案  取締役13名選任の件 

取締役として、赤丸達治、穐山昌公、味村節夫、畝由紀男、加藤廣夫、加藤義明、金山

隆幸、眞田良則、法宗亨昭、藤本省輔、細川能久、細田順弘及び峰賢一の13名を選任す

る。 
  

第３号議案  退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 
  

第４号議案  役員賞与の支給の件 
  

  

 
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。 

１【提出理由】

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

(2) 当該決議事項の内容

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決され

るための要件並びに当該決議の結果

決議事項
賛成数 
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成割合

第１号議案 
剰余金の処分の件

483,976 242 0 (注)１ 可決 95.55%

第２号議案 
取締役13名選任の件

(注)２

赤丸 達治 467,803 16,244 0 可決 92.35%

穐山 昌公 465,872 18,175 0 可決 91.97%

味村 節夫 468,487 15,560 0 可決 92.49%

畝 由紀男 468,487 15,560 0 可決 92.49%

加藤 廣夫 463,753 20,294 0 可決 91.55%

加藤 義明 456,909 27,138 0 可決 90.20%

金山 隆幸 469,274 14,773 0 可決 92.64%

眞田 良則 469,914 14,133 0 可決 92.77%

法宗 亨昭 468,479 15,568 0 可決 92.49%

藤本 省輔 465,880 18,167 0 可決 91.97%

細川 能久 468,485 15,560 0 可決 92.49%

細田 順弘 462,234 21,813 0 可決 91.25%

峰   賢一 468,487 15,560 0 可決 92.49%

第３号議案 
退任取締役に対する退
職慰労金贈呈の件

474,049 8,996 1,173 (注)１ 可決 93.59%

第４号議案 
役員賞与の支給の件

469,142 15,075 0 (注)１ 可決 92.62%



本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して確認できたものを合

計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のう

ち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していない。 

(注)  金山隆幸の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子

開示手続等ガイドライン）」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるた

め、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用している。 

  

 以  上

  

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由


